
介護保険のお知らせ
■介護保険の負担割合証を交付し
ます

　8月1日から、一定以上所得がある
65歳以上の方は、介護保険サービス
を利用した時の利用者負担割合が２
割になります。それに伴い要介護(支
援)認定を受けている方に「負担割合

老人医療（一部負担金相当額等
一部助成）医療証を更新します
　老人医療（一部負担金相当額等一
部助成）医療証（黄色）をお持ちの方
には7月下旬までに新しい医療証（水
色）を送付します。
　現在のものは8月から使用できなく
なります。7月中に届かない場合は、お
問い合わせください。

保健福祉センター保健福祉課
（福祉）
6930-9857　 6932-1295

■後期高齢者医療の新しい被保険
者証を送付します

　75歳（一定の障がいがあると認定
された方は65歳）以上の方に平成27
年度の「被保険者証（保険証）」（橙色）
を7月上旬にご登録の住所地へ「簡易
書留（転送不要の取扱い）」で郵送しま
す。配達の際に不在であれば郵便局に
留め置かれ、その旨の「お知らせ」が投
函されます。7月中に届かない場合や
郵便局の保管期限を過ぎた場合は、
お問い合わせください。
■後期高齢者医療の保険料決定通
知書を送付します

　保険料決定通知書を7月中旬以降
に郵送します。保険料を納付書で納め
ていただく方には、７～9月期分（3回
分）の納付書も同封しています。10月
以降の納付書は、10月と1月に3か月
分ずつ送付します。
■国民健康保険高齢受給者証を更
新します

　大阪市国民健康保険に加入してい
る70～74歳の方の新しい高齢受給

国民健康保険・後期高齢者医療・
国民年金のお知らせ

お知らせ

者証を、７月中旬以降、世帯主の方あ
てに送付します。7月中に届かない場
合は、お問い合わせください。
■平成27年度国民年金保険料の免
除および納付猶予の申請受付を
開始しました

　国民年金保険料の納付が困難な方
には、申請により納付が免除または猶
予される制度があります。適用を希望
される方は「年金手帳」「印かん」を持
参し、区役所１階⑥番窓口または城東
年金事務所へ申請してください。
　また離職により納付が困難な方（世
帯主・配偶者の離職を含む）には特例
措置がありますので、「免除を受けよ
うとする期間の雇用保険受給資格者
証または離職票」を申請時に持参して
ください。
　審査結果については後日、日本年金
機構よりハガキで通知します。

区役所窓口サービス課
（保険年金：保険）
6930-9956　 6932-0979

証」を7月下旬に送付します。介護サー
ビスをご利用いただく場合は、被保険
者証とともに提示してください。
　なお、年度途中で税更生等のため、
負担割合が変更となった場合は、新た
に「負担割合証」を交付します。
　負担割合が2割となるのは、合計所
得金額が160万円以上の方です。た
だし、世帯内の65歳以上の方全員の
年金収入＋その他の合計所得金額が
346万円(単身世帯は280万円)未満
の場合は、１割負担となります。
■介護保険高額介護サービス費にお
ける利用者負担段階区分の判定
のために、「基準収入額適用申請
書」を送付します

　8月1日から、65
歳以上で課税所得
145万円以上の方
が同一世帯内にい
る場合、介護保険高
額介護サービス費の上限額（月額）が
37,200円から44,400円となります。
　ただし、同一世帯内の65歳以上の
介護保険被保険者の収入額の合計が
520万円（65歳以上が１人の場合は
383万円）に満たない場合は、申請に
より上限額37,200円が適用されます。
　対象となる方は、7月中に基準収入
額適用申請書を区役所介護保険担当
にご提出ください。
■介護保険の決定通知書を送付し
ます

　65歳以上の方（介護保険の第１号
被保険者）で、あらかじめ年金からの
お支払いにより保険料を納めていた
だいている方に、介護保険料決定通知
書を７月中に送付します。
　また、口座振替や納付書等で保険
料を納めていただいている方には、4
月に決定通知書を送付しましたが、保
険料段階が変更となる方や、納付方法
が年金からのお支払いに変更となる
方には改めて送付します。

保健福祉センター保健福祉課
（介護保険）
6930-9859　 6932-1295

区役所では適正冷房や軽装勤務
などの取組みを行っています
　大阪市では「庁内
環境管理計画」に基
づき全庁的に省エ
ネルギーを進めて
おり、夏季の適正冷
房と軽装勤務に取り
組んでいます。区役所でも「エアコン
設定温度28度」や「こまめな消灯と照
明間引き」「上着やネクタイを着用せ
ず、半袖シャツなどによる軽装」などの
取組みを行っています。
　区役所に来庁されたときにご迷惑
をおかけすることもありますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。

区役所総務課　
6930-9625　 6932-0979

申請書

城東
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●区の人口：165,549人、男：78,992人、女：86,557人、世帯数：78,123世帯 平成27年6月1日現在推計
●交通事故（人身事故）件数246件（概数）、火災件数20件、救急件数4,626件〈平成27年1月～5月累計〉
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